
 

子牛にとって好ましい気温（適

温域）は何度でしょうか？ 

①0℃～20℃ ②5℃～15℃ 

③13℃～25℃ ④18℃～30℃ 
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高病原性鳥インフルエンザ続発！継続した警戒を！ 

農水省は、群馬県の4月以降に発生した一定地域内での4事例の検証を踏まえ 

5つの提言と衛生対策のポイント（別添資料）を示しました。感染野生イノシシ

は、確認地点だけでなく生息域全体に注意が必要である等と指摘しています。 

これまでの都内野生イノシシの豚熱検査では、死亡は20頭中8頭陽性、捕獲は

169頭中1頭陽性（H31/2/25～12/22現在）で、神奈川県では12/16に捕獲イノシ

シで1頭の陽性が確認されています。畜舎外環境に存在する豚熱ウイルスは、野

生イノシシが大きく関与しており、イノシシ生息エリアでは、畜舎内へのウイ

ルス持ち込み防止措置は確実に継続してください。 

12/12には、宮城県で初となる75例目の豚熱が大河原町のワクチン接種養豚農

場で確認されました。防疫措置は、12/18に完了しています。東北地方では山形

県（60例目）に次ぐ2例目です。 

(提言URL)https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/usibuta_sippei/84/attach/pdf/211207-2.pdf 

 近県では12/5千葉県（6例目）、12/7埼玉県（7例目）で発生し、直近では12/12

に、青森県で9例目が確認されています（別添資料）。千葉県の発生に伴う搬出制

限(都内一部区域指定)は、12/16にすべて解除されました。また、移動制限につい

ても12/27午前0時に解除予定です。野鳥緊急調査の結果、大量死等の異常は確認

されていません。しかし、国内外の本病の状況等から、昨シーズン以上に農場近

隣にウイルスが侵入していることを想定し、ウイルスを鶏に近づけないための措

置（飼養衛生管理基準、特に7項目）は継続してください。 

 

 

豚熱！イノシシ生息地域は要注意！ 

令和3年度鳥インフルエンザに関する情報について（農水省HP) 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/r3_hpai_kokunai.html 

野鳥に関する情報について（環境省HP） 

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/ 

通常とは異なる家畜の異常がありましたら、年末年始の閉庁日であっても、躊

躇せず家保まで連絡してください。 
東京都家畜保健衛生所（西多摩郡日の出町大字平井2759）  
電話： 042-588-7171 (平日昼間 9～17時） 緊急連絡先：090-6941-4315 (平日夜間 17時～翌9時・休日）  

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/usibuta_sippei/84/attach/pdf/211207-2.pdf
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クイズの答え ③ 牛は寒さに比較的強いと言われていますが、子牛は皮下脂肪が少なく第一胃が未発達で体内からの熱発

生が少ないため寒さに弱いです。冬場は、換気不足による子牛の肺炎が発生するリスクがあります。寒さ、換気の両方の対策

を実施しましょう。寒さ対策として①子牛にカーフジャケットを着せる、②畜産用ヒーター設置、③敷料を増やし、交換頻度

を増やす(牛床で体が濡れないようにする)等があります。これから厳しい寒さがやってきます。防寒対策をお願いします。 

 家畜を飼養している皆さまは、飼養衛生管理基準遵守の取り組みをする中で

苦慮されている点が多々あるかと思います。そこで、都内の畜産農家の方が工

夫して取り組んでいる事例を紹介します。 

飼養衛生管理基準遵守のための取り組み事例 

 【取組①】 

項目：衛生管理区域内にお

ける病原体による汚染拡大

防止 

屋外の畜舎前に専用の蓋付

きケースを用意 

畜舎毎に手指消毒スプ

レー、畜舎内の衣類を保管 

 
 

２ 

３ 
１ 【取組②】 

項目：衛生管理区域への病原体の

持込みの防止 

記録の作成及び保管 

従業員への周知 

１： 

点検事項が記載された看板の設置 

２： 

来場者用の記録用紙 

手指消毒スプレー設置 

３： 

車両の消毒を指示する張紙を貼付 

当所での取り組み 

当所では検査等で立ち入る際には

畜舎毎に不織布やビニール製の

ブーツカバーを長靴の上から装着

しています。 

(参考)農水省HPに家畜の飼養衛生管理に係る取組事例が紹介されています(H30.7版） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-79.pdf 


